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株式会社の支配に関する基本方針

１．基本方針の内容

　当社取締役会は、当社の財務および事業の方針の決定にあたり、中長期的な視点に立って企

業価値・株主共同の利益（以下、単に「企業価値」といいます。）を高めていくことが必要で

あると考えておりますが、金融商品取引所に株式を上場している以上、当社株式は自由に売買

が行なわれることを前提にすべきであり、当社取締役会の同意がない大量買付行為がなされた

場合でも、その是非を最終的に判断するのは株主の皆様であると考えます。

　しかしながら、投資目的等について株主の皆様や投資家等に十分な情報開示がなされること

なく株式等を大量に買い付け、結果として企業価値が毀損されるケースも生じております。こ

のような状況が発生することを回避するため、当社といたしましては、株主の皆様に株式等の

大量買付けの是非について適切な判断をしていただくために必要な情報と相当な検討期間を確

保することが重要であると考えております。

　当社の株主様は、一般投資家だけではなく、酪農家や生産者団体、関連業界、消費者等多様

な構成となっております。こうした株主の皆様にとっては、株式等の大量買付けが当社の経営

に与える影響のみならず、当社の経営理念や経営方針、事業内容等に与える影響、さらには酪

農乳業界とその関連業界に与える影響等も、株式等の大量買付けに応じるかどうかを決定する

際の重要な判断材料であると当社は考えております。このため、株式等の大量買付けを行なお

うとする者および当社取締役会の双方から適切な情報が提供されることが、株主の皆様にとっ

て株式等の大量買付けの是非を判断するうえで必要不可欠であります。

２．基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、2017年５月に「雪印メグミルクグループ長期ビジョン2026」およびその第１ステー

ジの実行計画となる「雪印メグミルクグループ中期経営計画2019」を策定し、企業価値の向上

に向け取り組んでおります。

　「雪印メグミルクグループ長期ビジョン2026」は、グループ企業との連携によるグループ・

バリューチェーンの強化により、「事業ポートフォリオの変革」「事業成長を支える生産体制

の進化」「グループ経営の推進」の３つのコンセプトを実行し、10年後には連結売上高7,000億

円から8,000億円、連結営業利益300億円から400億円を目指します。

　「雪印メグミルクグループ中期経営計画2019」は、「雪印メグミルクグループ長期ビジョン

2026」の第１ステージとして、「戦略的な調達・生産体制構築による競争基盤の確保」「研究

開発起点の『ものづくり』による新たな価値の創造」「人材の多様性を尊重した生産性の高い

組織の構築」「グループ経営資源活用による競争力・総合力の最大化」を戦略の柱に据え、事

業ポートフォリオの変革を推進します。「市乳」事業分野の収益性を高め、「乳製品」事業分

野に次ぐ柱に育てるとともに、「ニュートリション」「飼料・種苗」事業分野で成長モデルを

構築し、事業を拡大させていくことにより、企業価値の向上を目指します。
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３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されるこ
とを防止するための取組み

　当社は、2015年６月25日開催の第６回定時株主総会において「当社株式等の大量買付行為に
関する対応方針（買収防衛策）継続の件」を株主の皆様からご承認いただき、本買収防衛策を
継続しております。これは、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いただ
けるようにするため、大量買付者から当該大量買付行為に関する十分な情報が提供されること、
当社取締役会がこれを評価・検討し当該大量買付行為に関する意見も併せて株主の皆様に情報
を提供すること、および必要に応じて当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提示するための相
当期間が確保されることが重要であるとの考えから、大量買付行為に関するルール（以下、「大
量買付ルール」といいます。）を定め、大量買付者に対して当該大量買付ルールの遵守を求め
たうえで、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合や、大量買付ルールを遵守した場合
であっても、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれのある大量買付行為で
ある場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置の発動を検討するというものであります。
本買収防衛策の有効期限は、2018年６月開催予定の第９回定時株主総会終結の時までとなって
おり、その概要は次のとおりです。

(1) 大量買付ルール
①　大量買付ルールの基本と大量買付行為の定義
　本買収防衛策の大量買付ルールの基本は、次のとおりです。
ア．事前に大量買付者から当社取締役会に対して十分な情報の提供がなされること
イ．当社取締役会による当該提供情報に関する一定の評価期間が経過した後に大量買

付行為を開始すること
　また、「大量買付行為」とは、次の買付行為をいい、いずれについても予め当社取締
役会が同意したものを除きます。

ア．特定株主グループ1の株式等保有割合2を20％以上とすることを目的とする株式等
3の買付け

イ．特定株主グループ4の株式等保有割合5が20％以上となる株式等6の公開買付け7

1　金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者（同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含みま

す。）および同法第27条の23第５項に規定する共同保有者（同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を

含みます。）をいいます。
2　金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。
3　金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。
4　買付けを行なう者および金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。
5　金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。
6　金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。
7　金融商品取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けをいいます。
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②　大量買付意向表明書の提出

　大量買付者が大量買付行為を行なおうとする場合には、事前に当社取締役会宛に、大

量買付ルールに従う旨の「大量買付意向表明書」（以下、「意向表明書」といいます。）

を提出していただきます。意向表明書には「大量買付者の名称および住所」「設立準拠

法」「代表者の氏名」「国内連絡先」「提案する大量買付けの概要」「大量買付者およ

びその共同保有者が保有する当社株式等の数」「大量買付ルールを遵守する旨の誓約」

を記載していただきます。

　当社取締役会は、大量買付者から意向表明書を受領したことについてすみやかに情報

開示を行ないます。

③　大量買付情報の提供

　大量買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会

の評価・検討のために十分な情報（以下、「大量買付情報」といいます。）を提供して

いただきます。

　当社取締役会は、意向表明書の受領後５営業日以内に、大量買付者から当初提出して

いただくべき大量買付情報のリストを、回答期限を定めて交付します。

　なお、当社取締役会は、当初提出していただいた情報をすみやかに独立委員会に提供

します。独立委員会は、当該情報の内容を確認し、大量買付情報として不十分であると

判断した場合には、その都度回答期限を定めて、十分な大量買付情報がそろうまで追加

的に情報の提供を求めるよう、当社取締役会に勧告することとしております。

　独立委員会は、必要な情報がそろったと判断した時点で、大量買付情報の提出が完了

した旨を当該大量買付者に書面で通知することおよびその旨の情報開示を行なうよう当

社取締役会に勧告します。また、当該大量買付情報が株主の皆様の判断のために必要で

あると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示するよ

う当社取締役会に勧告します。

　当社取締役会は、独立委員会の勧告に沿って、大量買付情報の提出が完了した旨、お

よび当該大量買付情報の全部または一部の情報開示を行ないます。
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④　当社が要請する情報内容

　大量買付者に提供していただく大量買付情報の主な項目は次のとおりです。

ア．大量買付者およびそのグループの詳細

　共同保有者および特別関係者（ファンドの場合は組合員その他の構成者を含

む。）の具体的名称、資本構成または主要出資者、経歴・沿革、事業内容、財務内

容、当社事業と同様の企業・事業経験、同種事業の場合のセグメント情報、大量買

付経験と対象企業のその後の状況等

イ．大量買付行為の目的、方法および内容

　目的、買付時期、買付方法、買付対価の価額・種類、関連する取引の仕組み、買

付方法の適法性等

ウ．買付対価の算定根拠

　算定の数値、算定の前提となる事実、算定方法、算定担当者または企業、大量買

付けにより生じることが予想される影響額およびその算定根拠、そのうち他の株主

に対して分配される影響額と算定根拠等

エ．買付資金の裏付け

　資金調達方法、資金提供者の有無および具体的名称（実質的提供者を含む。）、

資金調達に係る取引

オ．大量買付行為完了後の当社経営方針および事業計画

　意図する当社と当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、資産

活用策、これら事業計画の実現可能性と予想されるリスク

カ．大量買付行為完了後の取引拡大等により得られる大量買付者と当社の相乗効果

キ．当社の利害関係者（当社従業員、取引先、顧客、地域社会等）に関する対応方針

および影響

ク．当社の他の株主様との利益相反を回避するための具体的方策

ケ．その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報
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⑤　評価期間

　当社取締役会は、大量買付行為の評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案等を

行なうための期間（以下、「評価期間」といいます。）として、当該大量買付行為の内

容に応じて次のア．またはイ．による期間を設定します。大量買付行為は、次の評価期

間が経過した後にのみ実施されるものとしております。

ア．60日：現金を対価とする公開買付けによる当社全株式等の買付けの場合

イ．90日：その他の大量買付けの場合

　上記期間には、独立委員会が当該大量買付行為に関する検討に要する期間および当社

取締役会に対し対抗措置を発動すべきか否かを勧告するまでに要する期間を含みます。

　ただし、独立委員会は、当社取締役会が、大量買付行為の内容の検討、大量買付者と

の交渉、代替案の作成等を行なうために必要な範囲内で評価期間を延長することを当社

取締役会に勧告できるものとしております。当社取締役会が評価期間を延長することを

決議した場合には、評価期間を延長する理由、延長期間、その他公表すべき事項につい

て、当該延長の取締役会決議後すみやかに大量買付者への通知および情報開示を行ない

ます。

⑥　取締役会による意見・代替案の提示

　当社取締役会は、評価期間内において、独立委員会と連携を取りながら、当社の企業

価値・株主共同の利益に資するか否かの観点で、大量買付者から提供された大量買付情

報の評価・検討を行ないます。当社取締役会は、必要に応じて大量買付者と協議・交渉

を行ない、大量買付けに関する提案内容の改善を大量買付者に要求し、あるいは株主の

皆様に対して代替案を提示することがあります。
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(2) 大量買付行為がなされた場合の対応
　当社取締役会が、大量買付情報の内容を評価・検討し、大量買付者と協議・交渉を行な
った結果、大量買付行為が次のいずれかに該当し、しかるべき対抗措置を講じることが妥
当であると判断した場合には、評価期間中か否かにかかわらず、下記のとおり、本買収防
衛策で定める対抗措置を発動することがあります。

①　大量買付ルールが遵守されなかった場合
　大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、後掲(3)
の独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、新株予約権を無償で割り当て、あるい
は会社法その他法令および当社定款が取締役会の権限として認める対抗措置を発動す
ることがあります。
　当該対抗措置は、一般の株主様に不利益をもたらすものではありませんが、大量買
付ルールを遵守しない大量買付者は経済的損害を被る可能性がありますので、大量買
付ルールを無視して大量買付行為を開始することのないよう予め注意を喚起いたしま
す。

②　大量買付ルールが遵守された場合
　大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合には、たとえ当社取締役会が当該大量
買付行為に反対であったとしても、反対意見の公表、株主の皆様への代替案の提示お
よび個別の説得等を行なうにとどめ、原則として対抗措置は取りません。したがいま
して、大量買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付
者の買付提案および当社取締役会が提示する代替案ならびに当社の企業価値向上のた
めの中長期的な経営方針等を比較し、判断していただくことになります。ただし、大
量買付ルールが遵守された場合であっても、大量買付行為が次のいずれかに該当し、
当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれがある場合には、当社取締
役会は、後掲(3)の独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、相応の対抗措置を発動
することがあります。
ア．グリーンメーラー　：当社グループの経営に参加する意思がなく、株価を吊り

上げて高値で当社に株式を引き取らせる目的による行為
イ．焦土化経営　　　　：当社グループの経営を一時的に支配し当社グループの知

的財産権、ノウハウ、主要取引先・顧客等を大量買付者
やそのグループ会社等に委譲させる目的による行為

ウ．資産流用　　　　　：当社グループの経営を支配した後、当社グループの資産
を大量買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済
原資として流用する目的による行為

エ．一時的高配当　　　：当社グループの経営を一時的に支配し、当社グループの
不動産・有価証券等の資産を売却処分し、その利益で一
時的高配当を行なうか、一時的高配当による株価急上昇
の機会を狙い高値で売り抜ける目的による行為

オ．強圧的二段階買収　：最初の買付けで全株式の買付けを勧誘せず二段階目の買
付条件を不利に設定し、または明確にしないで買付けを
する等、株主に事実上売却を強要する行為
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③　対抗措置発動の判断方法

　当社取締役会は、大量買付者が提供した大量買付情報その他調査によって入手した

情報に基づき、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士等の助言を得ながら、当該大

量買付者が真摯に当社の経営に参加する意思があるのか、当該大量買付行為・提案が

当社の企業価値向上・株主共同の利益に資するのか等を検討するとともに、後掲(3)の

独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置を発動するか否かを当社取締役会

で決議します。

　当社取締役会が大量買付者に対する対抗措置の発動を決議した場合、または発動し

ないことを決議した場合は、その理由を明らかにしたうえで、株主の皆様に対し適時

適切な情報開示を行ないます。

④　対抗措置発動の中止

　当社取締役会は、対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施することを決議し

た後でも、次のア．またはイ．に該当する場合は、新株予約権の発行中止または新株

予約権発行後に当社が当該新株予約権を無償取得し消却する等、結果的に当該対抗措

置の発動を中止することができます。この場合、当社取締役会は、すみやかに情報開

示を行ないます。

ア．当社取締役会が対抗措置の発動を決議後、大量買付者が買付けを撤回する等、

大量買付行為が存在しなくなった場合

イ．対抗措置の発動の前提となった事実関係に変動が生じ、大量買付け等が前掲(2)

①②に定める対抗措置発動の条件のいずれにも該当しなくなった場合、または

該当しても新株予約権の発行もしくは行使を認めることが適切でないと当社取

締役会が判断した場合
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(3) 独立委員会
①　独立委員会の設置
　当社取締役会は、大量買付行為に係る意向表明書を受領した場合または大量買付行為
がなされる可能性がある場合、対抗措置が当社取締役会の恣意的な判断で発動されるこ
とのないよう当社取締役および大量買付者からの独立性を確保した組織として独立委員
会の招集を独立委員会の委員に要請し、大量買付者が前掲(2)①②に定める対抗措置発動
の条件に該当するか否か等を諮問します。なお、独立委員会の招集、決議要件、決議事
項等については、【別紙１】をご参照ください。
　大量買付行為が当社の企業価値向上・株主共同の利益に資するかどうかを判定する独
立委員会の委員は、社外有識者、当社社外取締役の中から３名を選定しております。な
お、独立委員会の委員は、【別紙２】に記載のとおりです。
　独立委員会は、当社取締役、従業員等に対し必要に応じて、独立委員会への出席およ
び情報の提供、説明を要請できるものとし、諮問を受けた事項について審議、決議し、
その内容を当社取締役会に勧告します。

②　独立委員会の判断方法
　独立委員会は、招集された場合、次の手続きに従い勧告等を決議し、当該勧告等の内
容についてすみやかに情報開示を行ないます。
ア．独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合
　独立委員会は、大量買付者の買付けが前掲(2)①②に定める条件のいずれかに該当
し、対抗措置を発動することが妥当と判断した場合には、当社取締役会に対して対
抗措置の発動を勧告します。

イ．独立委員会が対抗措置を発動しないことを勧告する場合
　独立委員会は、大量買付者が提供する大量買付情報の検討、当社取締役会と大量
買付者との交渉経過等の内容を検討した結果、当該大量買付者による買付けが前掲
(2)①②に定める条件のいずれにも該当しないか、該当しても対抗措置の発動が妥当
ではないと判断した場合には、当社取締役会に対して対抗措置を発動しないことを
勧告します。ただし、かかる勧告の判断の前提となった事実関係に変動が生じ、前
掲(2)①②に定める条件のいずれかに該当することとなった場合には、新たな勧告を
行なうことができるものとしております。

ウ．独立委員会が対抗措置発動の延期を勧告する場合
　独立委員会は、前掲(1)⑤の評価期間の満了までに対抗措置の発動・不発動の勧告
を決議するに至らない場合には、合理的に必要とされる範囲内で、評価期間を延長
する旨の決議を行ない、当社取締役会に勧告することができます。
　当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重したうえで、取締役会とし
ての意見を決議し、その内容を情報開示します。
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(4) 対抗措置の内容

①　新株予約権の発行

　当社取締役会が大量買付行為に対抗するための具体策として、新株予約権の無償割当

てを行なう場合は、【別紙３】のとおり、大量買付者等は行使することができないとの

条件を付与した新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）を発行し、当社取

締役会において定め別途公告する一定の日（以下、「割当期日」といいます。）におけ

る株主様に対し無償で割り当てることとしております。なお、本新株予約権を発行する

場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けます。

②　新株予約権の譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。

③　新株予約権の発行および行使の手続き

　本新株予約権を発行することとなった場合、新株予約権の割当てを受けるには割当期

日までに当社株主名簿に記録される必要があります。また、本新株予約権の行使につい

ては、新株を取得するために所定の行使期間中に一定の金額の払込みをしていただく必

要があります。

　上記の手続きの詳細については、実際に本新株予約権を発行することを決議した際に、

法令に基づき株主の皆様にお知らせいたします。
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(5) 株主・投資家の皆様に与える影響等
①　本買収防衛策が株主・投資家の皆様に与える影響
　本買収防衛策は、新株予約権を無償で割り当て、あるいは会社法その他法令および当
社定款が取締役会の権限として認める対抗措置を発動することがある旨を公表している
に過ぎません。
　本買収防衛策により、大量買付者からの大量買付情報の提供、当社取締役会からの代
替案の提示等、株主・投資家の皆様が大量買付行為に応じるか否かの適切な判断をする
ための十分な情報と期間を確保できます。

②　対抗措置発動時における株主・投資家の皆様に与える影響
　当社取締役会が具体的に対抗措置を発動することを決議した場合には、法令および金
融商品取引所の規則に従い、適時適切な開示を行ないます。
　対抗措置発動時には、大量買付者を含む特定株主グループ以外の株主・投資家の皆様
が、法的権利または経済的側面において、次のウ．またはエ．の場合を除き特別な損害
を被るような事態が生じることは想定しておりません。
　当社取締役会が、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行なった場合の大量買付
者を含む特定株主グループ以外の株主・投資家の皆様に与える影響は次のとおりです。
ア．当社取締役会が別途定める割当期日における株主名簿に記録された株主の皆様に

対し、その所有する普通株式１株につき本新株予約権１個を無償割当てします。
イ．本新株予約権の無償割当てを受けた株主様が権利を行使し新株を取得するには、当

社取締役会が指定する一定期間内に本新株予約権１個当たり金１円以上で、当社
取締役会が新株予約権の無償割当決議において定める価額の払込金額が必要とな
ります。

ウ．仮に株主様が権利行使期間内に行使価額に相当する金銭を払い込まず、本新株予
約権の権利行使手続きを行なわない場合は、他の株主様が権利行使により新株を
取得するため、権利行使手続きを行なわない株主様と大量買付者のみが当社株式
の価値が希薄化する影響を受けることになります。

エ．本新株予約権の無償割当てを受ける株主様が確定後、当社取締役会が本新株予約
権の無償割当てを中止し、または無償割当てされた本新株予約権を当社が無償取
得する場合には、１株当たりの株式価値の希薄化が生じませんので、１株当たり
の株式価値の希薄化が生じることを前提にして売買を行なった投資家の皆様は、
株価の変動により損害を被る可能性があります。

オ．本新株予約権の無償割当ておよび本新株予約権を行使し新株の交付を受けた時点
では、株主の皆様には課税関係は生じません。ただし、当社取締役会の承認によ
り本新株予約権を第三者に譲渡した株主様（大量買付者を含む。）および本新株
予約権を行使し交付を受けた新株を第三者に譲渡した株主様には、譲渡益課税が
なされます。
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③　大量買付者に与える影響
　本買収防衛策は、大量買付ルールを遵守しない、または当社の企業価値・株主共同の
利益を著しく毀損するおそれがある大量買付者には、経済的な不利益を発生させる可能
性があります。
　本買収防衛策は、大量買付ルールを遵守しない場合の不利益を事前に示すことにより、
大量買付ルールを無視した買付行為をしないよう予め注意を喚起するものです。

(6) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様および当社の手続き
①　株主名簿への記録の手続き

　当社取締役会は新株予約権の無償割当てを決議した場合には、無償割当てに係る割当
期日を公告いたします。
　本新株予約権の無償割当ては、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の
皆様に対し行なわれますので、株主の皆様におかれましては、当該期日までに当社株主
名簿に記録される必要があります。
　なお、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、本新株予約権の
無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となります。

②　新株予約権の行使（新株取得）手続き
　当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主（【別紙３】の８．(1)か
ら(3)までの大量買付者等を除きます。）の皆様に対し、本新株予約権の行使請求書（行
使に係る本新株予約権の内容・数、本新株予約権を行使する日等必要事項、および株主
様ご自身が大量買付者等ではないことの表明保証条項、その他の誓約文言を含む当社所
定の書式となります。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。
　本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様におかれましては、行使期間内にこれらの
必要書類を提出のうえ、原則として、本新株予約権１個当たり金１円以上で、当社取締
役会が新株予約権無償割当決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むことによ
り、１個の本新株予約権につき１株の当社株式が発行されることになります。

③　当社による新株予約権の取得手続き
　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨を決議した場合、法定の手続きに
従い、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を取得できるものと
しております。
　当社は、当社取締役会が定める日の到来をもって、本新株予約権を行使することがで
きない者（【別紙３】の８．(1)から(3)までの大量買付者等をいいます。）以外の者が
有する本新株予約権のうち、当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものをすべ
て取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につき当社普通株式１株を交付すること
ができるものとしております。
　また、当該取得がなされた日より後に、本新株予約権を行使することができない者（【別
紙３】の８．(1)から(3)までの大量買付者等をいいます。）以外の者が現れたと当社取
締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の
到来をもって、該当者の有する本新株予約権のうち当社取締役会の定める日の前日まで
に未行使のものをすべて取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につき当社普通株
式１株を交付することができるものとし、その後も同様としております。
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④　新株予約権の発行中止・新株予約権の消却
　前掲(2)④に定める事由がある場合には、当社取締役会は、割当てまでの間は新株予約
権の発行の中止または割当て後においては、無償取得の方法による新株予約権の消却を
行なうことができるものとしております。

(7) 買収防衛策の有効期間、廃止および改正
　本買収防衛策は、2015年６月25日開催の第６回定時株主総会でご承認をいただき、当該
定時株主総会の終結をもって発効しました。また、本買収防衛策の有効期間は、2018年６
月開催予定の第９回定時株主総会終結の時までとなっております。ただし、有効期間満了
前であっても、当社取締役会により本買収防衛策を廃止する旨の決議が行なわれた場合に
は、本買収防衛策はその時点で廃止されるものとしております。
　また、当社取締役会は、本買収防衛策の有効期間中でも、
ア．本買収防衛策に係る法令、金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行なわれ、

当該事項を本買収防衛策に反映させることが妥当である場合
イ．新たな大量買付行為の手法が判明し、本買収防衛策の内容を改正することが妥当で

ある場合
ウ．本買収防衛策の説明補足、誤字脱字等の理由により修正を行なうことが妥当である

場合
独立委員会の勧告を得たうえで、本買収防衛策を改正する場合があります。
　当社取締役会は、本買収防衛策の廃止および改正がなされた場合には、その内容等につ
いてすみやかに情報開示いたします。

(8) 買収防衛策の合理性
　本買収防衛策は、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株
主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則（企業
価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性
確保の原則）を充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008
年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容にも
則したものとなっております。

①　企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則
　本買収防衛策は、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大量買付者から当
該大量買付行為に関する十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・
検討し当該大量買付行為に関する意見も併せて株主の皆様に提供すること、および必
要に応じて当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提示するための相当期間が確保され
ることを目的として導入しております。
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②　事前開示・株主意思の原則

　本買収防衛策は、株主・投資家の皆様および大量買付者の予見性を高め、株主の皆

様の適正な選択の機会を確保するために、事前に本買収防衛策の内容を開示するもの

です。

　当社取締役会は、大量買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には株主の皆様の

判断に委ねられるべきものと考えており、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく

毀損しない限り対抗措置は発動せず、公開買付けに移行し株主の皆様の意思を確認す

る仕組みとしております。本買収防衛策の仕組みの概要については【別紙４】をご参

照ください。

　また、本買収防衛策の有効期間は、2018年６月開催予定の第９回定時株主総会終結

の時までとなっておりますが、１年ごとの取締役の選任を通じて取締役会により本買

収防衛策を廃止することが可能です。

③　必要性・相当性確保の原則

　本買収防衛策は、その必要性・相当性を確保するために次のような設計としており

ます。

ア．当社取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置し、当社取締

役会は独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。また、独立委

員会は、当社の費用で、独立した専門家の助言を得ることができることとして

おります。これにより、独立委員会による判断自体の公正さ・客観性が強く担

保される仕組みとしております。

イ．大量買付ルールが遵守されている限り、原則として公開買付け等を通して株主

の皆様に判断を委ねる仕組みとしております。

ウ．本買収防衛策は、大量買付ルールが遵守されているにもかかわらず対抗措置を

発動できる例外的条件として、前掲(2)②のとおり、東京高等裁判所が示す４類

型（ニッポン放送事件東京高裁決定　平成17年３月23日）と強圧的二段階買収

に限定しております。

エ．本買収防衛策は、大量買付者以外の株主の皆様が平等に、新株予約権の行使に

よりその所有する普通株式数に応じて新株を取得できる仕組みとしております。

オ．本買収防衛策は、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過

半数を交代させてもなお発動を阻止できない買収防衛策）またはスローハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行なうことができないため、

発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。

以　上

－ 13 －

株式会社の支配に関する基本方針
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【別紙１】

独 立 委 員 会 規 則 の 概 要

１．独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。
２．独立委員会の委員（以下「独立委員会委員」という。）は、３名とする。
３．独立委員会委員は社外有識者、当社社外取締役から選任する。なお、社外有識者は、弁護士、

公認会計士、もしくはこれらに準ずる有資格者、または酪農・乳業・経営等に関する相当の
知見を有する者でなければならず、当社に対する善管注意義務条項等を含む委嘱契約を当社
と締結しなければならない。

４．独立委員会委員の任期は、本買収防衛策が承認された定時株主総会終結の時から、３年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会終結の時までとする。ただ
し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。

５．当社取締役会は、各独立委員会委員に独立委員会の招集を要請できる。
６．各独立委員会委員は、次の場合に独立委員会を招集できる。

(1) 大量買付者が大量買付行為を行なおうとする意向を当社に示した場合（大量買付意向表明
書の提出に限らない。）

(2) 当社株式等の大量買付行為が明らかになった場合
７．独立委員会は、次に掲げる権限および義務を有する。
(1) 大量買付情報の収集、評価・検討、株主への情報開示の当社取締役会への勧告
(2) 大量買付情報が十分にそろったかどうかの判断および当該大量買付情報が不十分な場合に

おいて当社取締役会が大量買付者に対し追加的情報提供を要請するよう勧告すること
(3) 当社取締役、従業員等に対し必要に応じて、独立委員会への出席、大量買付情報・当社代

替案の提供および当該事項に関する説明の要請
(4) 大量買付者の買付けが本買収防衛策の対抗措置発動の対象に該当するか否かの審議および

判定
(5) 対抗措置を発動するか否かについての当社取締役会に対する勧告
(6) 評価期間の延長についての当社取締役会に対する勧告
(7) 買収防衛策の改正および廃止についての当社取締役会に対する勧告
(8) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項
(9) 当社取締役会が、別途独立委員会が行なうことができると定めた事項
(10) 上記各号に定める事項に関する善管注意義務
８．独立委員会は、独立委員会委員全員の出席により成立し、出席者の過半数をもって決議する。
９．独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家（フィナンシャル・アドバイザ

ー、弁護士その他の専門家を含む。）の助言を得ることができる。
10．独立委員会は、当社株式等の大量買付行為等がなされた場合は、当社の企業価値・株主共同

の利益に資するか否かをその判断基準として、当該大量買付情報について検討・評価のうえ、
勧告を決議するものとし、自己または当社取締役の個人的利益を得ることを目的としてはな
らない。

以　上

－ 14 －

別紙１
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【別紙２】

独 立 委 員 会 委 員 の 略 歴

田中　宏司（たなか　ひろじ）
略歴　： 1954年４月 日本銀行入行

1990年２月 ケミカル信託銀行株式会社　バイスプレジデント
ケミカル信託銀行株式会社　コンプライアンスオフィサー等歴任

1996年４月 高千穂大学、早稲田大学、東京国際大学等の非常勤講師歴任
2001年５月 日本経営倫理学会　理事
2002年４月 立教大学大学院　経済学研究科教授
2008年４月 東京交通短期大学　学長
2009年６月 日本経営倫理学会　副会長
2009年10月 一般社団法人経営倫理実践研究センター　理事・首席研究員（現職）
2013年４月 東京交通短期大学　名誉教授（現職）

鈴木　宣弘（すずき　のぶひろ）
略歴　： 1982年４月 農林水産省入省

1996年10月 農業総合研究所　研究交流科長
1997年４月 九州大学農学部　助教授
2004年４月 九州大学大学院農学研究院　教授
2006年９月 東京大学大学院農学生命科学研究科　教授（現職）
2011年４月 一般社団法人ＪＣ総研　所長（現職）

阿南　久（あなん　ひさ）
略歴　： 1991年６月 生活協同組合コープとうきょう　理事

1999年６月 東京都生活協同組合連合会　理事
2001年６月 日本生活協同組合連合会　理事
2003年８月 全国労働者共済生活協同組合連合会　理事
2007年10月 全国消費者団体連絡会　事務局
2008年５月 全国消費者団体連絡会　事務局長
2012年８月 消費者庁　長官
2014年８月 消費者庁　長官退任
2015年６月 当社　社外取締役（現職）
（注）　阿南久氏につきましては、東京証券取引所および札幌証券取引所の定めに基づく独立

役員であります。

以　上

－ 15 －

別紙２
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【別紙３】

新 株 予 約 権 の 概 要

１．新株予約権付与の対象となる株主およびその発行条件
　当社取締役会で定める一定の日（以下、「割当期日」という。）における最終の株主名簿に
記録された株主に対し、その所有株式（ただし、自己株式を除く。）１株につき新株予約権を
１個割り当てる。

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数
　新株予約権の目的となる株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる株
式の数は１株とする。

３．発行する新株予約権の総数
　新株予約権の割当総数は、割当期日における当社の最終の発行済株式総数（ただし、自己株
式を除く。）と同数とする。

４．各新株予約権の発行価額
　無償とする。

５．各新株予約権の行使に際して払込みを必要とする額（行使価額）
　新株予約権１個につき１円以上とする。

６．新株予約権の譲渡制限
　新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

７．新株予約権の行使期間等
　新株予約権の行使期間、行使条件、消却条件その他必要な事項については、当社取締役会に
て別途定めるものとする。

８．新株予約権の行使条件
　次の条件に該当する株主は新株予約権を行使できないものとする。
(1) 大量買付者を含む特定株主グループ
(2) 当社取締役会の承認を得ずに特定株主グループから新株予約権を譲受けまたは承継した者
(3) 外国の適用法令上、新株予約権の行使時に所定の手続きを要する外国居住者

９．当社による新株予約権の取得
　当社取締役会は、８．(1)(2)に該当する者以外の株主が有する新株予約権のうち、当社取締
役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに新株予約権１個につ
き普通株式１株を交付することができるものとする。

10．新株予約権に係るその他の措置
　対抗措置を中止すべき事情が発生した場合、当社取締役会は割当期日までの間は新株予約権
の発行中止、割当て後においては無償取得の方法による新株予約権の消却ができるものとする。

以　上

－ 16 －

別紙３
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【別紙４】

買 収 防 衛 策 の 概 要 図

①保有割合が20％以上とな

　る、株式等の買付けまた

　は公開買付けの表明

大量買付者の出現

②大量買付ルールに

　基づき、必要情報

　の提供要請
当社取締役会

③必要情報の提供を受けた後、独立委員会に大量買

　付情報について諮問。独立委員会の勧告を受けて

　取締役会で対応方針を決定。④大量買付ルール

　を遵守しない場

　合または当社の

　企業価値・株主

　共同の利益を著

　しく毀損するお

　それのある大量

　買付行為の場合

大量買付行為に反対
（株主様へ代替案提示等）

大量買付行為
に同意

買収防衛策発動 株式公開買付け

株主割当てによる新株予約権の発行

　ア．普通株式１株に１個無償割当て

　イ．行使価額 １円以上

　ウ．行使期間 取締役会にて決定

大量買付けの是非を

株主様の判断に委ねる

※大量買付ルールを遵守した場合でも、次の場合は対抗措置発動の対象となる。

　当社の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれのある大量買付行為の場合

　　（グリーンメ－ラー、焦土化経営、資産流用、一時的高配当、強圧的二段階買収）

大
量
買
付
ル
ー
ル

(1)大量買付行為に関する十分な情報提供

　①大量買付者等の詳細

　②大量買付行為の目的、方法および内容

　③買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け

　④大量買付行為完了後に意図する経営方針および

　　事業計画 他

(2)大量買付行為に対する評価期間（60 ～ 90日）の確保

大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合　→原則として対抗措置不発動

大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合→対抗措置発動の対象

－ 17 －

別紙４



2017/05/26 9:07:36 / 16268474_雪印メグミルク株式会社_招集通知

連結株主資本等変動計算書
（2016年４月１日から2017年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 　 　 主 　 　 資 　 　 本

資本金
資　本
剰余金

利　益
剰余金

自　己
株　式

株主資本
合　　計

当期首残高 20,000 17,580 86,269 △4,554 119,295

当期変動額

土地再評価差額金の取崩 113 113

剰余金の配当 △2,035 △2,035
親会社株主に帰属する
当期純利益

12,988 12,988

自己株式の取得 △16 △16

自己株式の処分 0 0 0

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

2 2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 2 11,066 △16 11,053

当期末残高 20,000 17,583 97,336 △4,571 130,348

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株　主
持　分

純　資　産
合　　計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰　　延
ヘ　ッ　ジ
損　　益

土　　地
再　評　価
差　額　金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累 計 額
合 計

当期首残高 4,465 △489 9,067 324 △2,597 10,770 2,335 132,401

当期変動額

土地再評価差額金の取崩 113

剰余金の配当 △2,035
親会社株主に帰属する
当期純利益

12,988

自己株式の取得 △16

自己株式の処分 0

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

2

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

934 290 △113 △73 1,022 2,060 △29 2,030

当期変動額合計 934 290 △113 △73 1,022 2,060 △29 13,083

当期末残高 5,400 △199 8,954 250 △1,574 12,831 2,306 145,485

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 18 －

連結株主資本等変動計算書
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連　結　注　記　表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等に関する注記

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　　　　20社

主要な連結子会社の名称

雪印種苗株式会社

雪印ビーンスターク株式会社

株式会社エスアイシステム

(2) 主要な非連結子会社の名称

株式会社雪印こどもの国牧場

雪印タイ株式会社

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の合計資産額、売上高、当期純損益および利益剰余金等の額は、いずれも連結計算書類に

重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社の数　　　　　　　　　１社

雪印タイ株式会社

(2) 持分法適用の関連会社の数　　　　　　　　　　　６社

主要な持分法適用の関連会社の名称

イーエヌ大塚製薬株式会社

(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称

株式会社雪印こどもの国牧場

雪印香港有限会社

(4) 持分法を適用しない主要な関連会社の名称

スノーマーケティング有限会社

持分法の適用から除いた理由

持分法を適用していない非連結子会社および関連会社は、それぞれ連結純損益および連結利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

－ 19 －

連結注記表
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、決算日が３月末日となっていない会社は次のとおりであります。

雪印オーストラリア有限会社 決算日 12月末日
台湾雪印株式会社 〃 〃
株式会社雪印パーラー 〃 １月末日
チエスコ株式会社 〃 ２月末日
株式会社エスアイシステム 〃 〃
ニチラク機械株式会社 〃 〃

連結計算書類の作成にあたっては、各社の決算日現在の計算書類を使用しておりますが、連結決算日との
間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行なうこととしております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準および評価方法
①　有価証券
　その他有価証券

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しておりま
す。）

時価のないもの
主として移動平均法による原価法

②　たな卸資産（商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）
総平均原価法、移動平均原価法または先入先出原価法のいずれかにより評価しております。
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

③　デリバティブ
時価法により評価しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ
ております。

③　リース資産
ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリ
ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

④　長期前払費用
定額法によっております。

－ 20 －

連結注記表
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(3) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

売上債権等の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額
を計上しております。

③　役員退職慰労引当金
役員の退職金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末における要支給額を計上しておりま
す。

④　ギフト券引換引当金
収益計上に伴い負債計上を中止したギフト券等の今後の引換行使に備えるため、年度別に経過年と各ギ
フト券の回収率を調査し、最終的な回収率を見積もることにより当連結会計年度末における引換行使見
込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～
14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 重要な外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。なお、在外子会社の資産および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費
用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めておりま
す。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法
ア．為替予約

振当処理によっております。なお、外貨建予定取引に係る為替予約については、繰延処理を行なって
おります。

イ．金利スワップ
繰延処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ア．ヘッジ手段

為替予約取引・金利スワップ取引
イ．ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務・借入金

③　ヘッジ方針

当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）は、資産・負債の総合的管理の手段として、

また、金融市場の為替変動リスクや金利変動リスクに対応する手段として、デリバティブ取引を利用し

ております。
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④　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、ヘッジ対象取引との通貨単位、取引金額および決済期日等の同一性について、

社内管理資料に基づき有効性評価を行なっております。また、金利スワップ取引については、ヘッジ対

象取引のリスク分析を行ない、ヘッジ対象取引との想定元本、利息の受払条件および契約期間等の同一

性について、社内管理資料に基づき有効性評価を行なっております。

⑤　その他

当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）は、デリバティブ取引に関する社内決裁基準

に従ってデリバティブ取引を行なっております。なお、取引の執行と事務管理の各機能については独立

性を確保できるよう人員を配置しております。また、取引執行後遅滞なく担当役員に報告されておりま

す。

(7) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当連

結会計年度から適用しております。

表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取補償金」(前連結会計年度244

百万円)は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しておりま

す。

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」(前連結会計年度535百

万円)は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しておりま

す。

前連結会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「寄付金」(前連結会計

年度104百万円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
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連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産および担保に係る債務

(1)　担保に供している資産

(百万円)

財団抵当 その他 合計

現金及び預金 － 16 16

建物及び構築物 2,672 0 2,673

機械装置及び運搬具 1,643 － 1,643

工具、器具及び備品 42 － 42

土地 418 71 489

投資有価証券 － 5 5

計 4,777 94 4,872

(2)　担保に係る債務

(百万円)

財団抵当 その他 合計

支払手形及び買掛金 － 118 118

１年内返済予定の長期

借入金
328 － 328

計 328 118 446

２．資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 183,217百万円

３．手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 18百万円
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４．土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）および土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、2002年３月31日に事業用の土地の再評価を行

なっております。

なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布法

律第24号）に基づき、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法……「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４

号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って

算定する方法」、および第２条第１号に定める「当該事業用土地の近隣の地価公示法第６条に規定する標

準値について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法」により算出してお

ります。

・再評価を行なった年月日……2002年３月31日

・再評価を行なった土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△3,240百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 70,751,855 － － 70,751,855

合計 70,751,855 － － 70,751,855

自己株式

普通株式（注） 2,914,832 5,109 85 2,919,856

合計 2,914,832 5,109 85 2,919,856

（注）　自己株式の増減は、単元未満株式の買取り・買増しによるものです。

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の
総　　額

（百万円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日

2016年５月12日
取締役会

普通株式 2,035 30.00 2016年３月31日 2016年６月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の
総　　額
（百万円）

配当の
原　資

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効力発生日

2017年５月11日
取締役会

普通株式 2,713 利益剰余金 40.00 2017年３月31日 2017年６月29日

金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に乳製品等の製造販売事業を行なうための設備投資計画に照らして、必要な資金（主

に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運

転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用し

ており、投機的な取引は行なわない方針であります。
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(2) 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業

債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジシ

ョンについて先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務

または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが１年以内の支払期日であります。借入金、ファイナ

ンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、こ

のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利

スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、主として外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的

とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワッ

プ取引であります。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につい

ては、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、各社の債権管理規程に従い、営業債権および長期貸付金について、各事業部門と管

理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに入金期日と残高を管理すると

ともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、取引相手先の信用リスクを軽減するために、格付けの高い金

融機関とのみ取引を行なっております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社および一部の連結子会社は、外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替の変動

リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、当社では、借入金

に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業

との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。

デリバティブ取引については、社内決裁基準に基づき、取引を行なっております。

月次の取引実績等は、経営会議において役員へ報告しております。連結子会社についても同様の管理

を行なっております。
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　　③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金計画を作成・更新し、流動性リスクを管理して

おります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(5) 信用リスクの集中

当連結会計年度の連結決算日現在における営業債権のうち24.0％が特定の大口顧客（株式会社日本アク

セス）に対するものであります。

２．金融商品の時価等に関する事項

2017年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1)現金及び預金 16,657 16,657 －

(2)受取手形及び売掛金 65,063 65,063 －

(3)有価証券及び投資有価証券 13,216 13,216 －

資産計 94,936 94,936 －

(1)支払手形及び買掛金 59,886 59,886 －

(2)短期借入金 20,900 20,900 －

(3)未払金 9,661 9,661 －

(4)長期借入金(*1) 55,810 55,811 0

負債計 146,259 146,259 0

デリバティブ取引(*2) (284) (284) －

上記以外の貸借対照表に計上されている金融債権・債務につきましては、総資産に対する重要性が乏しいた

め、注記を省略しております。

(*1)長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金も含まれております。
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(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については( )で示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資  産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

(3)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取

引金融機関等から提示された価格によっております。

負  債

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。

(4)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行なった場合に想定される利率で割り
引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
これらの時価は、取引金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）

非上場株式

非上場出資証券

12,722

76

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(3)有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内

（百万円）

１年超

５年以内

（百万円）

５年超

10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

現金及び預金

受取手形及び売掛金

16,536

65,063

－

－

－

－

－

－

合計 81,599 － － －
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４．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

長期借入金 8,506 22,494 3,047 1,133 15,130 5,500

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 2,110円80銭
１株当たり当期純利益（期中平均発行済株式総数による） 191円48銭
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株主資本等変動計算書
（2016年４月１日から2017年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資　本

準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

その他利益剰余金 利　益
剰余金
合　計

圧　縮
積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 20,000 5,000 30,324 35,324 3,246 32,711 35,957 △4,554 86,726
当期変動額 －
圧縮積立金の取崩 △536 536 － －
土地再評価差額金取崩額 113 113 113
剰 余 金 の 配 当 △2,035 △2,035 △2,035
当 期 純 利 益 9,951 9,951 9,951
自己株式の取得 △16 △16
自己株式の処分 0 0 0 0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 0 0 △536 8,565 8,029 △16 8,013
当期末残高 20,000 5,000 30,324 35,324 2,710 41,276 43,987 △4,571 94,740

評価・換算差額等
純資産
合　計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

土 地
再 評 価
差 額 金

評価・換算
差 額 等
合 計

当期首残高 4,321 △486 9,067 12,903 99,630
当期変動額
圧縮積立金の取崩 －
土地再評価差額金取崩額 113
剰 余 金 の 配 当 △2,035
当 期 純 利 益 9,951
自己株式の取得 △16
自己株式の処分 0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

950 279 △113 1,116 1,116

当期変動額合計 950 279 △113 1,116 9,130
当期末残高 5,271 △206 8,954 14,020 108,760

（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 30 －
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個　別　注　記　表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準および評価方法

（1） 有価証券

① 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

（2） たな卸資産

① 商品及び製品、仕掛品

総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（3） デリバティブ

時価法により評価しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1） 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2） 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

(3） リース資産

① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4） 長期前払費用

定額法によっております。

－ 31 －
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３．引当金の計上基準

(1） 貸倒引当金

売上債権等の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2） 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上

しております。

(3） 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計

上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（14年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしており

ます。

（4） ギフト券引換引当金

収益計上に伴い負債計上を中止したギフト券の今後の引換行使に備えるため、年度別に経過年と各ギフト

券の回収率を調査し、最終的な回収率を見積もることにより当事業年度末における引換行使見込額を計上

しております。

４．重要なヘッジ会計の方法

(1） ヘッジ会計の方法

① 為替予約

振当処理によっております。なお、外貨建予定取引に係る為替予約については繰延処理を行なっておりま

す。

② 金利スワップ

繰延処理によっております。

(2） ヘッジ手段とヘッジ対象

① ヘッジ手段

為替予約取引・金利スワップ取引

② ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務・借入金

(3） ヘッジ方針

資産・負債の総合的管理の手段として、また、金融市場の為替変動リスクや金利変動リスクに対応する手

段として、デリバティブ取引を利用しております。

－ 32 －
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(4） ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、ヘッジ対象取引との通貨単位、取引金額および決済期日等の同一性について、

社内管理資料に基づき有効性評価を行なっております。

また、金利スワップ取引については、ヘッジ対象取引のリスク分析を行ない、ヘッジ対象取引との想定元

本、利息の受払条件および契約期間等の同一性について、社内管理資料に基づき有効性評価を行なってお

ります。

(5） その他

デリバティブ取引に関する社内決裁基準に従ってデリバティブ取引を行なっております。なお、取引の執

行と事務管理の各機能については独立性を確保できるよう人員を配置しております。また、取引執行後遅

滞なく担当役員に報告されております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1） 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理方法は、連結計算書類におけるこれらの会

計処理方法と異なっております。

(2） 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当

事業年度から適用しております。

表示方法の変更に関する注記

　　　（損益計算書）

前事業年度において「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「寄付金」（前事業年度73

百万円）は、当事業年度において金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「為替差損」（前事業年度407百万円）

は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。

貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産および担保に係る債務

　　(1）担保に供している資産

（百万円）

財団抵当 その他 合計

建物 1,427 － 1,427

構築物 522 － 522

機械及び装置 1,975 － 1,975

工具、器具及び備品 42 － 42

土地 418 － 418

　　　　　計 4,385 － 4,385

－ 33 －
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　　(2）担保に係る債務

（百万円）

財団抵当 その他 合計

１年内返済予定の

長期借入金
328 － 328

長期借入金 － － －

　　　　　計 328 － 328

２．有形固定資産の減価償却累計額 134,918百万円

３．保証債務

　子会社の取引および借入債務に対して保証を行なっております。

株式会社エスアイシステム 646百万円

計 646百万円

－ 34 －
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４．関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 5,606百万円

短期金銭債務 17,463百万円

５．土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）および土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、2002年３月31日に事業用の土地の再評価

を行なっております。

なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布

法律第24号）に基づき、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法……「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４

号に定める「当該事業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土

地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って

算定する方法」、および第２条第１号に定める「当該事業用土地の近隣の地価公示法第６条に規定する標

準値について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法」により算出してお

ります。

・再評価を行なった年月日……2002年３月31日

・再評価を行なった土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額　△4,039百万円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 36,217百万円

売上原価 26,885百万円

販売費及び一般管理費 21,692百万円

営業取引以外の取引高

営業外収益 1,180百万円

営業外費用 67百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類および株式数

普通株式 2,919,856株

－ 35 －
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税効果会計に関する注記

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動資産：

繰延税金資産

未払事業税 230百万円

たな卸資産 124百万円

賞与引当金 1,478百万円

未確定費用 1,726百万円

その他 46百万円

繰延税金資産計 3,607百万円

繰延税金負債

金融商品評価差額 13百万円

前払金認定損 11百万円

その他 3百万円

繰延税金負債計 28百万円

　　繰延税金資産（流動）の純額　 　　　　3,579百万円

固定資産：

繰延税金資産

退職給付引当金 4,760百万円

有形固定資産 1,220百万円

投資有価証券・出資金 446百万円

無形固定資産 230百万円

資産除去債務 524百万円

その他 208百万円

繰延税金資産計 7,391百万円

繰延税金負債

保有株式退職給付信託設定益 1,405百万円

土地時価評価差額 2,500百万円

子会社株式 562百万円

投資有価証券 1,950百万円

圧縮積立金 1,195百万円

資産除去債務 403百万円

その他 14百万円

繰延税金負債計 8,032百万円

　　繰延税金負債（固定）の純額　 　　　　  641百万円

－ 36 －
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　繰延税金資産の算定に当たり2017年３月31日現在の繰延税金資産から控除された金額は5,551百万円で

あります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の発生の

原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.9％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.0％

住民税均等割等 0.8％

将来減算一時差異のうち繰延税金資産の算定対象

から除いたもの

△3.3％

法人税等の税額控除 △2.4％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.8％

リースにより使用する固定資産に関する注記

該当資産はありません。

－ 37 －
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関連当事者との取引に関する注記

１．親会社および法人主要株主等

種類
会社等の

名称
住所

資本金

または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係

取引の

内容

(注)1

取引金額

(百万円)

（注)2

科目
期末残高

(百万円)

主要

株主

全国農業

協同組合

連合会

東京都

千代田区
115,265

農畜産物の

販売および

生産資材等

の供給

被所有

直接

13.7

原材料等の

購入

買入

取引
29,710 買掛金 2,963

　　（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等

市場の実勢価格を勘案し、毎期価格交渉のうえで決定しております。

  　　　２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

２．子会社および関連会社等

種類
会社等の

名称
住所

資本金

または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係

取引の

内容

(注)1

取引金額

(百万円)

（注)2

科目
期末残高

(百万円)

子会社
雪印種苗

株式会社

札幌市

厚別区
4,643

飼料・種苗

等の製造・

販売

所有直接

100.0

資金の借入

役員の兼任

借入

取引
3,700

短期

借入金
3,700

子会社

雪印ビーン

スターク

株式会社

札幌市

東区
500

乳幼児用粉

乳等の製

造・販売

所有直接

80.0

資金の貸付

役員の兼任

貸付

取引
3,734

関係会社

短期

貸付金

4,029

子会社

株式会社

エスアイ

システム

東京都

新宿区
400

乳製品・牛

乳・乳飲料

等の販売

所有直接

100.0

資金の借入

役員の兼任

借入

取引
2,113

短期

借入金
1,800

　　（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等

市場金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。

  　　　２．取引金額は、期中の平均残高を記載しております。

－ 38 －
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１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額………1,603円37銭

１株当たり当期純利益（期中平均発行済株式総数による）………146円70銭

連結配当規制適用会社に関する注記

当社は連結配当規制の適用会社であります。

－ 39 －
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